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予算編成の基本的な考え方

令和５年度 目黒区当初予算案の概要

令和５年度予算案は、

と位置づけ、次の点を基本に編成しました。

目黒を飛躍させる未来創造予算

引き続き、新型コロナウイルス感染症対策「めぐろ・３Ｓ（スリーエス）・アクション」や物価高騰対策に全力で取り

組み、区民の生命・健康と暮らしを守る。
１

２年目となる基本計画に掲げる１０年後の姿をゴールとするため、防災、子育て、教育、健康、福祉、街づくり、環

境、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進などにアグレッシブに取り組むことで、ポストコロナを見据

えた更なる歩みを加速させる。

２
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予算案の規模と推移

令和５年度 目黒区当初予算案の概要

１ 当初予算額の比較

２ 一般会計当初予算額の推移

区分 令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

一般会計 １，１９７億５，１３２万円 １，１５２億４，７９５万円 ４５億 ３３７万円 ３．９%

特別会計 ５７８億７，６５４万円 ５５６億４，８８９万円 ２２億２，７６５万円 ４．０%

合計 １，７７６億２，７８６万円 １，７０８億９，６８４万円 ６７億３，１０２万円 ３．９%

（単位：億円）

926.5 950.0

1,062.4 1,071.2 1,073.3

1,152.5
1,197.5

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

２年連続過去最大を更新

一般会計の当初予算額は、

１，１９７．５億円となり、

前年比４５億円の増加で、

２年連続過去最大を更新。
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歳入予算・歳出予算の内訳

令和５年度 目黒区当初予算案の概要

１ 歳入予算額の内訳 ２ 歳出予算額の内訳

特別区税
４８８．３億円

国庫支出金
１８４．６億円

特別区交付金
１７８．０億円

都支出金
１１７．４億円

その他歳入
２２９．３億円

歳入

１，１９７．５

億円

健康福祉費
６１８．５億円

歳出

１，１９７．５

億円

教育費
１３９．３億円

都市整備費
１１６．７億円

その他歳出
３２２．９億円

特別区税は、

前年度比６．４％の増

で過去最高額を見込む。

健康福祉費が、

予算総額の５１．７％

を占める。

歳入予算のポイント 歳出予算のポイント

内訳 令和５年度 構成比

特別区税 ４８８．３億円 ４０．８％

国庫支出金 １８４．６億円 １５．４％

特別区交付金 １７８．０億円 １４．９％

都支出金 １１７．４億円 ９．８％

その他歳入 ２２９．３億円 １９．１％

歳入合計 １，１９７．５億円 １００．０％

内訳 令和５年度 構成比

健康福祉費 ６１８．５億円 ５１．７％

教育費 １３９．３億円 １１．６％

都市整備費 １１６．７億円 ９．７％

その他歳出 ３２２．９億円 ２７．０％

歳出合計 １，１９７．５億円 １００．０％



商店街および消費者のデジタル化を加速

目的・概要

担当課：産業経済・消費生活課 電話：０３－５７２２－９８８１

コロナ禍における物価高騰等の影響を受けた事業者への支援を行うた

め、また、商店街および消費者のデジタル化を加速することを目的とし

て、商店街等で買い物に使える「プレミアム付デジタルクーポン」を販

売し、事業者および区民生活を下支えし、地域経済の活性化を図る。

①発行予定

・プレミアム率３０％の「デジタルクーポン」総額１０億４千万円分

（販売額８億円＋プレミアム分２億４千万円）を発行。

・１セット６，５００円分のデジタルクーポンを５，０００円で販売

（１６万セット）。

事業内容

②デジタルクーポンについて

・スマートフォン等に表示するデジタルクーポンにより取扱店舗で商

品を購入、決済ができる（支払いは１円単位で可能）。

・Withコロナ時代への対応として、非接触による安全面と、キャッ

シュレスとしての利便性、アプリ等の操作性を高める。

・デジタルクーポン購入に伴い、説明会を実施。

・デジタルクーポン購入を支援する「出張スマホ相談」を実施。

③デジタルクーポンは２種類を予定

小・中規模店舗用、大型店でも使用可能なクーポンの２種類

を発行。

4

４億２，６８３万円

予算額

目黒区商店街振興組合連合会

（商店街振興組合法における目黒区商店街連合会の位置付け）

④事業の実施主体

ダミー

デジタルクーポン

１ 新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策



子育て応援給付金を支給

担当課：子育て支援課 電話：０３－５７２２－９８６０

長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、物価の高騰が続いている中、

目黒区で子どもを育てるご家庭と、子どもたちの健やかな成長を応援するため、

「令和５年度目黒区子育て応援給付金」を支給。

①対象者

・１８歳以下（１８歳到達後最初の３月３１日まで）のかたを養育するかた

・所得制限なし。

事業内容

③今後のスケジュール

・詳細が決まり次第、区ホームページ等でお知らせ。

5

４億９，３５９万円

予算額

②給付金額

・１８歳以下のかた１人あたり１万円（１回限り）

２ 新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策

目的・概要
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３ 新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策

１ 事業再構築・物価高騰等対策融資

ＤＸ活用・事業の多角化等の再構築に積極的に取り組む区内の

中小企業者および物価高騰等により経営に急激な影響を受けた区

内の中小企業者を支援するために、当初３年間無利子、４年目、

５年目も低利（実質利率０．４％）な融資あっせんと利子補給を

行う。

区が取り組む物価高騰対策

２ 給食食材購入費の補填（小・中学校、こども園）

物価高騰の影響による保護者の経済的負担に配慮し、給食費の

負担増を保護者に求めることなく、献立の多様性や質、栄養価の

水準を維持するため、給食食材購入費の一部を公費で負担する。

また、給食食材購入費の予算を増加することにより、給食食材

事業者への支援にもつながる。

６，２００万円

４，５１０万円

引き続き、新型コロナウイルス感染症対策「めぐろ・３Ｓ（スリーエ

ス）・アクション」に全力で取り組み、区民の生命・健康と暮らしを守

る。

区が取り組む新型コロナ対策

めぐろ・３Ｓ・アクション 予算額

感染拡大にしっかりと
「備える（ＳＯＮＡＥＲＵ）」

１９億９，２７３万円

区民のくらしをしっかりと
「支える（ＳＡＳＡＥＲＵ）」

６，７６８万円

新しい日常を着実に
「進める（ＳＵＳＵＭＥＲＵ）」

８，１７８万円

合計額 ２１億４，２１９万円

担当課：産業経済・消費生活課 電話：０３－５７２２－９８７９
学校運営課 電話：０３－５７２２－９３０６
財政課 電話：０３－５７２２－９１３７

引き続きコロナ対策および物価高騰対策に取り組む



自然災害への対応力を強化

担当課：防災課 電話：０３－５７２３－８４８８
7

４ 自然災害や健康危機への対応力の強化

１ 防災情報一斉配信システムの導入

災害に関する情報を正確・確実・迅速に区民に届けるため、複数のメディ

アに対して情報を一斉に配信するためのシステムを導入。

また、システムの導入に併せて、新たに電話・ＦＡＸを用いた災害情報の

配信を開始。

事業内容

２ オンライン防災訓練の実施

自宅からオンライン（Zoom）で参加できる防災訓練を実施し、コロナ禍に

おいても継続的な防災意識の普及啓発を行う。

また、オンラインによる防災訓練では、従来の防災訓練には参加が難し

かった若年層や子育て世帯等でも自宅から気軽に参加できるため、防災訓練

への参加率の向上を通じて、新たな地域防災の担い手の確保につなげていく。

２８６万円

１７３万円

事業内容

目的・概要

災害時における情報の発信体制を強化するとともに、コロナ禍で減少した区民の防災訓練への参加

機会を確保することで、自然災害への対応力の強化につなげていく。



総合的な子ども家庭支援体制を構築

目的・概要

担当課：児童相談所設置調整課 電話：０３－５７２２－９６２７

①対象者など対象となるもの

令和６年３月閉園となる鷹番保育園の改修

事業内容

②今後のスケジュール

令和５年度 基本設計・実施設計

令和６年度 改修工事

令和７年度 こども家庭センター開設予定

児童相談所サテライトオフィス

誘致予定

8

４，０６９万円

予算額

総合的な子ども家庭支援体制の構築に向け、子育て世代包括支援センター（母子保健）と子ども家庭支援センター（子ども家庭総

合支援拠点）との連携強化と児童相談所との連携強化の拠点となる施設の改修設計を実施。

母子保健と児童福祉の連携強化により
児童虐待の未然防止を図る

子育て世代包括
支援センター

子ども家庭
支援センター

【～令和７年度】
こども家庭センター
鷹番保育園跡を改修

〇母子保健と児童福祉の一体的支援
・母子保健事業の一部
・子ども家庭支援
・子育てふれあいひろば

〇児童相談所サテライトオフィス

＊子育て家庭の孤立化

＊児童虐待の相談件数の増加

＊子どもの貧困、ヤングケアラーなど

家庭をめぐる課題の深刻化

総合相談支援拠点

児童相談所こども総合相談
センター
〈第三ひもんや保育園跡〉

〇こども家庭センター
（母子保健）
（子ども家庭支援）
（子育てふれあいひろば）

＋
〇児童発達支援
〇教育相談
〇若者支援
（ヤングケアラー等）

〇プレコンセプションケア
など

【～令和１３年度】

社会的背景

５ 未来を担う子どもを育む環境の充実

〈碑文谷保健
センター跡〉

第１段階

第２段階



子どもたちが元気に過ごすことのできるまちをめざして

子どもの最善の利益を第一に考えるとともに、
子育て家庭が孤立せず、地域で安心して子どもを産み育てるまちづくりを進めます

子ども家庭支援センター
（母子保健）
（子ども家庭支援）
（子育てふれあいひろば）

＋
児童発達支援
教育相談
若者支援（ヤングケアラー等）
プレコンセプションケア

など

養護相談（虐待等）
育成相談
障害相談（愛の手帳等）
非行相談
里親に関する相談

こども総合相談
センター

児童相談所
一時保護所

総合相談支援拠点

保育園
幼稚園

学校
学校サポートセンター

子育てふれあいひろば
児童館
学童保育クラブ、

男女平等・共同参画
センター
人権擁護委員

児童発達支援センター
発達障害支援拠点
放課後等デイサービス など

養育家庭
児童養護施設
母子生活支援施設 など

警察

民生児童委員・主任児童委員

保健所
保健センター

病院

9

〈碑文谷保健センター跡〉〈第三ひもんや保育園跡〉
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６ 未来を担う子どもを育む環境の充実

妊娠期から出産・子育て期までの支援を充実①

妊娠期から出産・子育て期までの支援の体系

■ 妊娠期から出産・子育て期までの支援の充実（子育て世代包括支援センター事業）４億６，９０６万円

目的・概要

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、さま

ざまなニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を

充実させるとともに、「経済的支援」を一体的事業として新たに

実施。

担当課：保健予防課 電話：０３－５７２２－９５０３
碑文谷保健センター 電話：０３－３７１１－６４４６

ゆりかご面接時のカタログギフトに加え、出産・子育て応援ギフトとし

て妊娠期および出産時にそれぞれ電子クーポンを支給し、出産育児用品の

購入や子育てサービス等の利用負担の軽減を図る。また、１歳頃のご家庭

への支援「ファーストバースデーサポート」を拡充。

事業内容

不妊治療助成

妊娠前

ゆりかご・めぐろ

（妊婦面接）
新生児訪問等

新生児誕生祝金
出産・子育て応援交付金事業

東京都出産応援事業

妊娠時６万円

相当額を支援

妊娠期 出産・産後

伴走型
相談
支援

経済的
支援

幼児期

アンケート・面接等

出産時１０万円

相当額を支援

区独自で２万円

の祝い金

１歳頃に６万円

相当額を支援

ファーストバースデー

サポート

先進医療に係る

費用を一部助成

【事業主体】子育て世代包括支援センター
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７ 未来を担う子どもを育む環境の充実

妊娠期から出産・子育て期までの支援を充実②

目的・概要

担当課：保健予防課 電話：０３－５７２２－９５０３
碑文谷保健センター 電話：０３－３７１１－６４４６

不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精および顕

微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施され

る「先進医療」に係る費用の一部を助成。

東京都の特定不妊治療費（先進医療）助成事業の認定を受けたか

たのうち、先進医療の自己負担が生じた場合、区の独自事業として

上限５万円を上乗せ補助。

事業内容

■ 特定不妊治療費（先進医療）助成 ９００万円

　　　１０割７割 ３割

【先進医療】

（自己負担）（自己負担）（公的負担）

保険適用治療

助成対象

目黒区

都の助成認定額を

超えた自己負担分に

ついて、５万円を上

限に上乗せ助成

東京都

先進医療に係る費用

の１０分の７につい

て、１５万円を上限

に助成

目的・概要

出産時の経済的負担の軽減を図るため、新生児誕生祝金を給付。

出生通知票を提出された世帯に対して、新生児１人につき２万円

の祝い金を給付。

事業内容

■ 新生児誕生祝金の給付

＋
２万円

（目黒区独自）

新生児誕生祝金

４２万円 ８万円

出産育児一時金
（従来分）

令和５年４月以降
増額分

計５０万円

４，４００万円



高校生等に対する医療費を助成

目的・概要

担当課：子育て支援課 電話：０３－５７２２－９８６０

令和５年４月から、子ども医療費助成制度の年齢を拡大した「高校生等医療費助成制度」を開始。

目黒区内に住む高校生年代（１８歳に到達して最初の３月３１日まで）のかたに、保険診療費のうちの自己負担分を助成する制度。

高校生等医療費助成制度は、高校生年代までのかたの保険診療費の負担をなくし、保健の向上と健全な育成を支える制度。

①対象者、条件

・対象者 目黒区に居住し、国内の健康保険に加入している高校生年代※のかた

※令和５年度の対象は、平成１７年４月２日から平成２０年４月１日

までの間に生まれたかた。

・条件 ・対象者、保護者等の所得制限はない。

・対象者が婚姻、就業等をしていても受給できる。

・助成 ・保険診療費のうちの自己負担分を区が助成。

・入院時の食事療養費標準負担額を区が助成。

事業内容

②今後のスケジュール

・３月下旬に、「高校生等医療証」を送付予定。

・４月１日から「高校生等医療証」が使える。

12

２億２５０万円

予算額

乳

乳幼児医療証

子

義務教育就学児医療証

青

高校生等医療証

18歳

15歳

６歳

０歳

拡
大

８ 未来を担う子どもを育む環境の充実



保育所への指導強化と安全対策に取り組む

目的・概要

担当課：保育課 電話：０３－５７２２－９８６５

事業内容

13

１６万円②園外活動における交通安全対策事業

保育所が行う散歩等の園外活動の安全を確保するために、車両運転者に注意喚起す

ることを目的として設定する道路区域（キッズゾーン）を整備し、電柱幕等による交

通安全対策を行う。

電柱幕は公園等の周辺や安全対策が必要な交差点周辺を中心に設置。

①保育の質向上のための指導体制強化策の実施

私立保育所の保育の質の維持・向上を図るため、保育士にとって働きやすい環境に

なっているか労働環境モニタリングを実施し、必要な助言を行う。

また、保育所の会計部門の指導検査を行う際に、公認会計士の支援を受け、法人会

計について詳細な分析をしていくことで、より適正な保育所運営を促す。

３４０万円

私立保育所等における保育の質向上のため、社会保険労務士による労働環境モニタリングや公認会計士による会計部門の指導検査支援を実施。

また、保育園児の安全確保に向けて、車両運転者への注意喚起のための電柱幕を作成及び登園管理システム等の導入支援を実施。

【 保育所指導検査体制イメージ図 】

保育の質の維持・向上

バックアップ

保育に関する
指導検査

会計に関する
指導検査

運営に関する
指導検査

〇専門家による支援
（保育、会計）

〇労働環境の確認
（運営）

６４０万円③ＩＣＴ化推進事業

区内の私立保育所等に対して、登園管理システム等の導入に係る費用を補助する

ことにより、保育所のＩＣＴ化を推進し、子どもの欠席連絡等の出欠状況の管理徹

底及び職員の業務負担の軽減を図る。

９ 未来を担う子どもを育む環境の充実



向原小学校を改築

目的・概要

担当課：学校施設計画課 電話：０３－５７２２－９３０７

区および教育委員会では、目黒区学校施設更新計画（令和３年３月策

定）に基づき、向原小学校の建て替えに取り組んでいる。

向原小学校の建て替えに当たっては、近隣の向原住区センターとの複

合化を図り、地域コミュニティの拠点として整備を行っていく。

新校舎の完成は令和９年度、校庭整備の完了は令和１０年度を見込ん

でいる。

①新校舎の設計

令和４年度から取り組んできた基本構想・基本設計に沿って、

実施設計を行う。

事業内容：令和５年度の取り組み

②プール解体工事

仮設校舎を建設するため、プールを解体する。プールの解体に

先立って、プールに接続する水道管や電線の切回し工事を行う。

なお、水泳授業については、区内の民間プール施設で行う。

14

１億２，２７５万円

予算額

③仮設校舎の建設

仮設校舎の建設に着手。仮設校舎の完成は令和６年度の夏を見込ん

でおり、夏休み明けから仮設校舎に移転予定。

向原小学校

向原住区センター

向原小学校等複合施設

建替えの流れ（進捗によって、変更する場合がある。）

令和4年度
(2022年度)

令和5年度
(2023年度)

令和6年度
(2024年度)

令和7年度
(2025年度)

令和9年度
(2027年度)

令和8年度
(2026年度)

実施設計
新校舎
完成
★

新校舎建設
仮設校舎建設
既存校舎解体

仮設校舎
建設準備

基本構想
基本設計

校庭
整備

10 未来を担う子どもを育む環境の充実



統合による新設中学校の開校準備

教育委員会では、令和７年４月を目標に「第七中学校と第九中学校」、「第八中学校と第十一中学校」を統合して、新設中学校２校を開校し、

令和９年度中を目途に建て替えにより整備する新校舎へ移転する予定。

令和５年度は、令和４年度中に策定予定の統合新校整備方針に基づき、校名の選定や教育計画・施設計画の検討など、開校に向けた具体的な

準備を行う。

②既存校舎の改修、新校舎の設計等

・新校の校舎として当初使用する、第七中学校と第八中学校の

既存校舎の改修等を行う。

・第九中学校と第十一中学校の場所に整備する新校の新校舎の

設計等を進める。

①新しい学校づくりの取り組み

15

２億５，１２５万円

予算額

目的・概要

事業内容：今後の予定

担当課：学校統合推進課 電話：０３－５７２２－９３０１
学校施設計画課 電話：０３－５７２２－９３０７

・統合する各中学校の生徒間の交流活動等を開始。

・新校の校名を公募により選定。

・校章・校旗、校歌、標準服、校則について、両校の生徒や

保護者からの意見を十分に聴きながら検討を進める。

・通学負担の緩和措置について、両校の生徒や保護者からの意見を

十分に聴きながら、地域のかたのご協力も得て検討する。

第七中学校 第九中学校

第八中学校 第十一中学校 （令和９年度中を目途に
建て替えにより整備する

新校舎へ移転）

令和７年４月を目標に
新設中学校２校を開校

11 未来を担う子どもを育む環境の充実



教育活動におけるＩＣＴ活用を推進

担当課：教育指導課 電話：０３－５７２２－９３１２
16

12 未来を担う子どもを育む環境の充実

教育活動におけるＩＣＴを活用することで、児童・生徒一人ひとりの学習理解度に合わせた個別最適な学びを推進。

また、教員の業務を効率化し負担を軽減することで、児童・生徒と向き合う時間を確保し教育活動の充実を図るとともに、

教員のワーク・ライフ・バランスの実現を推進。

１ 教員の働き方改革に係るＩＣＴ活用推進

ＩＣＴを活用した校務効率化を図るため、業務改善モデル校として、小学

校２校にデジタルドリルを先行して導入。また、中学校１校にＡＩドリルを

先行して導入し、自動採点システムを試行導入。

２ ＩＣＴを活用した教育活動の推進

児童・生徒の学習用情報端末の更なる活用を図るため、個別最適な学びを

可能とする家庭支援ツールおよび授業支援ツールであるデジタルドリル（小

学校）およびＡＩドリル（中学校）を導入（業務改善モデル校を除く。）。

６７０万円

２，８９７万円

目的・概要

事業内容

事業内容



骨粗しょう症検診を導入

担当課：健康推進課 電話：０３－５７２２－９５８９

骨粗しょう症患者は、全国で１，０００万人以上と言われている。骨粗しょう症とは、骨量が減少し、骨折しやすくなる病気。高

齢者では骨折がきっかけとなり、寝たきりや要介護状態になってしまうことがあり、高齢社会の課題の一つとなっている。

このような状態を回避するため、骨粗しょう症検診を導入し、早期に骨量減少者を発見して治療や適切な健康管理を促すことによ

り、区民の健康寿命の延伸を目指していく。

①対象者

区内在住の女性で年度末年齢が４０・４５・５０・５５・６０・６５・

７０歳のかた。対象者には、受診券を送付。

②実施期間

令和５年１０月～令和６年２月 ※令和６年度からは６月～１１月を予定

17

２，６５０万円

予算額

目的・概要

事業内容

③検診内容

問診、骨塩定量測定

無料

④費用

⑤実施場所

区内契約医療機関（目黒区医師会に委託）

13 福祉の充実と健康づくりの推進



担当課：保健予防課 電話：０３－５７２２－７０４７

帯状疱疹の発症や重症化を抑えるため、５０歳以上の区民を対象に帯状疱疹予防接種費用の一部を助成。

帯状疱疹は５０代から急激に発症率が高くなり、８０歳までに約３人に１人が帯状疱疹になるといわれている。

帯状疱疹ワクチンは任意接種のため、接種費用が全額自己負担となっている。

接種にかかる経済的負担を軽減し、接種を受けやすい環境整備を図るため、令和５年度から帯状疱疹の予防接種費用の一部を助成。

18

予算額

目的・概要

事業内容

14 福祉の充実と健康づくりの推進

帯状疱疹予防接種の費用を助成
４，７５２万円

１ 助成額

めぐろ区報及びホームページでお知らせ。

３ 対象者

２ 開始日

４ 実施場所

５０歳以上の区民

令和５年４月１日から

一部助成 生ワクチン ５，０００円
不活化ワクチン １０，０００円／１回
※不活化ワクチンは２回接種が必要

区内契約医療機関

周知方法



利用時間外活動支援を充実

担当課：障害施策推進課 電話：０３－５７２２－９８９３

障害のあるかたの活動の場の確保および共働きやひとり親等の障害者世帯の就労を支援するた

め、区立障害福祉施設の利用時間終了後における利用時間外活動支援事業を充実。

令和５年４月からは、既に実施している区立大橋えのき園と区立目黒本町福祉工房に加えて、

区立下目黒福祉工房でも事業を開始。

区立障害福祉施設（生活介護又は就労継続支援Ｂ型）に通所されているかたのうち、日常的に介護や見守りを行うかたの就労により日中

の通所終了後に介護や見守りを受けられず、他の障害福祉サービス等でも対応できないかたについて、午後６時まで支援を行う。

活動は、一人ひとりの好みに応じて、絵画・音楽演奏・軽い運動等を行ったり、動画や音楽を鑑賞したりしてゆったりと過ごす。

19

１，２３９万円

予算額

目的・概要

事業内容
区立下目黒福祉工房の外観

実施施設 実施日 実施時間 定員 利用者負担

区立大橋えのき園

月曜日～金曜日

※年末年始と祝日を除く

午後３時３０分～午後６時 各施設

１日当たり１０名

１日当たり４００円

※所得により免除あり
区立目黒本町福祉工房

区立下目黒福祉工房 午後４時～午後６時

目黒区立障害者通所施設利用時間外活動支援事業の概要

15 福祉の充実と健康づくりの推進



担当課：健康福祉計画課 電話：０３－５７２２－７０６２

コミュニティ・ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、社会福祉協議会に令和３年

度に配置し、長引くコロナ禍や世界情勢の変化に伴う急激な生活困窮、ひきこも

りやヤングケアラーなど複雑化・複合化した課題を抱えて、社会から孤立しがち

な人を受け止め、「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた

支援」を進めている。ＣＳＷを増員し、包括的支援体制を強化して「地域共生社

会の実現」を目指す。

①包括的支援体制の充実・地域づくりの推進

ＣＳＷは、積極的に地域を回り、潜在化しがちな支援を必要とする

人々を地域の中から見つけて、本人のもとに出向き（アウトリーチ）、

個別の生活に寄り添った伴走型の支援を行い、誰ひとり取り残さない

地域づくりを推進。

②ＣＳＷと生活支援コーディネーターの兼務配置による支援体制強化

CSWは、社会福祉協議会に配置した「生活支援コーデイネーター」と兼務

とし、令和3年度6人、令和4年度に8人配置してきた。令和5年度には、兼

務で各地区2人ずつ、合計10人を配置し、体制をさらに強化する。

20

目的・概要

事業内容

( )

～生きづらさを感じている人に寄り添う
全世代型の伴走支援～

CSWが地域をつなぐイメージ図

コミュニティ・ソーシャルワーカーの配置を拡充
３，５１２万円

予算額

16 福祉の充実と健康づくりの推進



めぐろサクラ再生プロジェクトを推進

担当課：みどり土木政策課 電話：０３－５７２２－９７４５
道路公園サービス事務所 電話：０３－３７１１－６８２５

区内の公園や緑道、道路緑地などには約２，２００本の桜があるが、老齢化などにより、

樹勢の低下や倒木などが懸念されている。桜の保全や更新の取り組みが必要となっている

ことから、区では平成２６年３月に目黒のサクラ基金を設立し、桜の風景を後世に伝えて

いくため「めぐろサクラ再生プロジェクト」として、保全事業を行っている。

①めぐろサクラ再生プロジェクト

個々の桜の健康状態を把握するため、樹木医による樹木診断を行

う。また、これまでの診断結果やサクラ再生実行計画に基づき、桜

の保護（樹勢回復）や植え替え（伐採・新植）を行う。

②桜の基本剪定

近年、桜の枝折れや倒木が発生し、早急な対応が必要となってい

ることから、令和５年度から７年度までの３か年の計画で、目黒川

沿いおよび緑道等の桜の基本剪定を実施し、倒木や枝折れの危険性

を低減する。

21

目的・概要

事業内容

４，４５８万円

７，６５９万円

17 快適に住み続けられる街づくりの推進



目黒川の環境改善を総合的に推進

目黒川の環境を改善するため、水質浄化対策、河床整正、河川清掃

などを総合的に進めていく。

悪臭や白濁化の原因となっている硫化水素の発生を抑制するため、

太鼓橋付近の底層部へ高濃度酸素溶解水を供給する高濃度酸素溶解水

供給施設の整備工事を令和４年度および令和５年度で行う。

また、流水を滞留させないよう川底をならす工事、川底に溜まった

泥土のしゅんせつを行うとともに、水質浄化対策の効果を検証するた

め水環境モニタリングを実施。

②河川清掃

河川の環境を改善するため、河川内の清掃、ユスリカ卵塊駆除を行

う。

22

目的・概要

事業内容

担当課：みどり土木政策課 電話：０３－５７２２－９７４１
道路公園サービス事務所 電話：０３－３７１１－６８２５

１，４３６万円

①水質改善 ５億６，８９８万円

高濃度酸素溶解水供給施設整備イメージ

目黒川での清掃の様子

18 快適に住み続けられる街づくりの推進
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19 ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の強化

ゼロカーボンシティ実現を目指す①

担当課：産業経済・消費生活課 電話：０３－５７２２－９８７９
環境保全課 電話：０３－５７２２－９０３４

■ 脱炭素化資金融資

脱炭素化設備を導入する区内中小企業者への融資あっせんと利

子補給（実質利率０．４％）を行い、区内中小企業者の取り組み

を促進。

■ 脱炭素化支援金

７４万円

１２０万円

■ 公衆浴場クリーンエネルギー化等推進事業 １４０万円

令和４年２月に区が表明した２０５０年ゼロカーボンシティ実現に向け、令和５年度を初年度とする環境基本計画に基づき、区民の住宅

や事業者の事業活動における脱炭素化の支援を行い、併せて区の事務事業における脱炭素化を推進。

目的・概要

■ 公民連携による事業者の脱炭素化の人材育成支援

脱炭素化資金融資を利用した区内中小企業者に対し、融資額１

００万円につき１万円、上限１０万円の融資支援金を給付して中

小企業者の取り組みを加速。

東京都が実施する、公衆浴場に対するクリーンエネルギー化等

補助金に上乗せ補助を実施し、区内公衆浴場の取り組みを促進。

主な事業者への支援策

事業者の脱炭素化に向けた取り組みの支援として、東京商工会

議所目黒支部と連携し、ｅｃｏ検定（環境社会検定試験）の受験

料の一部を助成。

３９万円

２３区初

都内自治体初
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20 ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の強化

ゼロカーボンシティ実現を目指す②

担当課：環境保全課 電話：０３－５７２２－９０３４

９８８万円

■ 区有施設の電力供給における脱炭素化の推進 １７０万円

２，０２４万円

■ 再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

太陽光発電システム等の再生可能エネルギー設備および家庭

用蓄電池システム等の省エネルギー設備をご自宅に設置する区

民のかたへの設置費助成事業を拡充するため、新たに太陽熱利

用システムおよびハイブリッド給湯器も助成対象とし、ライフ

スタイルの脱炭素化を促進。

主な区民への支援策

■ 庁用車の脱炭素化推進

電気自動車（２台）のカーシェアリング事業を試行実施し、

庁用車および区民向けとして活用。区役所本庁舎の敷地内に

ＥＶ専用のカーシェアリング事業を導入するのは２３区初。

また、令和４年度に導入した

燃料電池自動車を継続して庁用車

として運用。

５６８万円

主な区内部での取り組み

総合庁舎の使用電力を再生可能エネルギー１００％に転換し、

区有施設における二酸化炭素（ＣＯ２）排出量削減の取り組みを

加速化。

■ ゼロカーボンシティ実現に向けた取組支援

２０５０年のゼロカーボンシティに向けた政策立案のため、

専門的な知見を有する事業者に支援を委託し、区有施設におけ

る再生可能エネルギー設備の導入や省エネ化を実施することに

より、区の事務事業における脱炭素化を進める。

１億２，４４９万円■ 区有施設・公園等のＬＥＤ化工事

区有施設の照明設備や公園等の園内灯のＬＥＤ化工事を実施。



製品プラスチックの資源回収を開始

担当課：清掃リサイクル課 電話：０３－５７２２－９８８３
清掃事務所 電話：０３－３７１９－５３４５

プラスチックごみによるさまざまな地球規模の問題が発生している中、プラス

チックのリサイクルをより一層推進させることが求められている。

区では、現在、燃やすごみとして収集している製品プラスチック（プラスチック

製の文具や日用品など）を新たに資源として回収し、リサイクルすることで、ごみ

の減量やＣＯ2の発生抑制を図り、持続可能な循環型社会の構築を目指す。

①製品プラスチックの資源回収

現在、資源として回収しているプラスチック製容器包装に加えて、令和５年７月

から、製品プラスチックを新たに資源として回収し、リサイクルする。

②製品プラスチックの資源回収開始に伴う区民周知

区報、ホームページ、ＳＮＳによる広報のほか、パンフレット等の印刷物や動画

等を作成し、分別方法や出し方を分かりやすく周知。
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７，６８１万円

予算額

目的・概要

事業内容

燃やすごみ 資源

製品プラスチック

21 ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の強化



令和５年度(２０２３年度)

目黒区 当初予算案プレス発表資料

企画経営部財政課 ０３ー５７２２ー９１３７
情報政策推進部広報課 ０３ー５７２２ー９６２１

目黒区


